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資料２ 

文部科学省 参考資料集 令和６年７月４日版より 



■社会教育委員会議 提言書等協議状況（第３期～第７期）   

 

 

期別 協議内容 

第 4期 

 

H21～H23 

テーマ 

家庭・地域・学校の協働による教育コミュニティづくりの推進方策について 

【グループ別テーマ】 

・家庭・地域・学校の協働の仕組みをどうつくるか 

・家庭・地域・学校の協働を担う人材の育成、確保について 

成果 答申書（7月の定例教育委員会議に提出） 

 

期別 協議内容 

第 5期 

 

H23～H25 

テーマ 
地域教育ネットワーク構築のためのコミュニティ・スクールの在り方につ

いて 

成果 意見書（7月の定例教育委員会議に提出） 

 

期別 協議内容 

第 6期 

 

H25～H27 

テーマ (仮称)学び・交流プラザにおける生涯学習センター機能について 

成果 提案書・意見書の提出なし 

 

期別 協議内容 

第 7期 

 

H27～H29 

テーマ 
地域づくりにおける公民館を中心とした社会教育活動のあり方について 

【変更】公民館・生涯学習課関係事務の市長部局化への移管について 

成果 
答申・意見書の提出なし 

→ 公民館の市長部局化について継続審査 

 

※第 8期以降（H29～）テーマ設定なし 

期別 協議内容 

第 3期 

 

H19～H21 

テーマ 

市の家庭教育のあり方について 

【グループ別テーマ】 

・学習機会の充実 

・子育て家庭を支える環境の醸成 

・孤立しがちな家庭に対する支援 

成果 提言書（教育委員会議に提出） 
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社会教育委員の職務について 

 

■社会教育委員の職務について、社会教育法第１７条に明記 

 

（社会教育委員の職務） 

第１７条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言す

るため、次の職務を行う。 

一 社会教育に関する諸計画を立案すること。 

二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、こ

れに対して、意見を述べること。 

三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 

２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関

し意見を述べることができる。 

３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱

を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関

係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与

えることができる。 

 

■これまでの協議について 

（１）諮問  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）社会教育委員がテーマを決める 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）生涯学習課等がテーマ複数提示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）生涯学習課の事業及び計画等への意見 
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社会教育委員会議 

①生涯学習課等がテーマを複数案提示 
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教育長へ答申 
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